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な
お
、
事
業
所
、
作
業
現
場
な
ど
に

つ
い
て
は
、
駆
除
専
門
業
者
に
依
頼
す

る
か
、
ご
自
分
で
処
理
を
し
て
く
だ
さ

い
。

◎
巣
を
発
見
し
た
と
き
は

・
巣
の
付
近
は
な
る
べ
く
避
け
て
通
る
。

・
石
を
投
げ
た
り
、
大
き
な
音
を
立
て

た
り
し
な
い
。

・
軒
下
な
ど
へ
の
は
ち
の
出
入
り
を
確

認
し
た
ら
、
早
め
に
連
絡
す
る
。

◎
巣
の
駆
除
（
取
り
除
き
）
が
で
き
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す

・
高
所
場
所
（
５
㍍
以
上
）
、
家
屋
内

で
構
造
上
、
巣
が
見
え
な
い
よ
う
な

場
合
は
駆
除
し
ま
せ
ん
。

・
山
に
あ
る
巣
に
つ
い
て
は
、
原
則
と

し
て
駆
除
し
ま
せ
ん
。

▼
問
い
合
わ
せ　

環
境
資
源
課
（
ク
リ

ン
ク
ル
セ
ン
タ
ー
内
�
◯８５
 

２
９
５
８
）

市
は
、
一
般
住
居
内
の
カ
ラ
ス
の
巣

と
は
ち
の
巣
の
駆
除
を
行
っ
て
い
ま
す
。

巣
を
発
見
し
た
と
き
は
、
環
境
資
源

課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

知
ら
せ
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ　

企
画
課

　
　
　
　
　
　
　

（
�
◯８５
 

１
１
２
２
）

市
で
は
、
６
月
の
新
市
民
プ
ー
ル
の

開
館
を
契
機
と
し
て
、
既
存
の
バ
ス
路

線
の
有
効
利
用
を
図
り
な
が
ら
、
各
公

共
施
設
な
ど
を
巡
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ

ス
を
運
行
し
ま
す
。

▼
運
行
期
間　

６
月
１
日
�
か
ら
平
成

　

年
３
月　

日
�

１７

３１

▼
運
行
経
路　

幌
別
西
口
〜
緑
町
２
丁

目
〜
桜
木
簡
易
郵
便
局
〜
新
川
公
園

〜
市
民
会
館
〜
富
士
会
館
〜
図
書
館

入
口
〜
幌
別
西
口
〜
千
歳
町
４
丁
目

〜
岡
志
別
の
森
運
動
公
園
〜
新
市
民

プ
ー
ル

※
時
刻
表
な
ど
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て

は
、
広
報
の
ぼ
り
べ
つ
６
月
号
で
お

▼
問
い
合
わ
せ　

企
画
課

　
　
　
　
　
　
　

（
�
◯８５
 

１
１
２
２
）

総
務
省
と
経
済
産
業
省
は
、
６
月
１

日
�
、
事
業
所
・
企
業
統
計
調
査
、
商

業
統
計
調
査
、
サ
ー
ビ
ス
業
基
本
調
査

を
１
枚
の
調
査
票
で
同
時
に
行
い
ま
す
。

こ
の
調
査
は
、
統
計
法
に
基
づ
い
て

実
施
さ
れ
る
国
の
重
要
な
調
査
で
、
全

国
の
民
営
の
事
業
所
が
す
べ
て
対
象
に

な
り
ま
す
。
５
月
下
旬
か
ら
調
査
員
が

各
事
業
所
に
伺
い
ま
す
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
調
査
票
を
、
統

計
上
の
目
的
以
外
に
使
用
す
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
を

運
行
し
ま
す

平
成　

年
統
計
調
査
に

��

ご
協
力
く
だ
さ
い

カ
ラ
ス
の
巣
と
は
ち
の
巣
の

駆
除
を
行
っ
て
い
ま
す

情報あらかると
くろーずあっぷ

●１５ 　コミュニティバスを運行します

●１５ 　平成１６年統計調査にご協力ください

●１６ 　高齢者用割引定期券『ふれあいパス』
購入費の一部を助成しています

●１６ 　狂犬病予防注射のお知らせ

●１８ 　保育所に遊びに来ませんか

●１９ 　登別市健康増進計画策定委員会委員
を募集します

●２０ 　特別障害者手当、障害児福祉手当、
福祉手当（経過措置）の金額が変わ
ります

●２０ 　健康保険と年金相談会を開催します

●２１ 　『特設人権・困りごと相談所』を開
設します

●２２ 　武家時代にタイムスリップしませんか
『わんぱくサムライ体験』

●２２ 　文化・スポーツ振興財団からのお知
らせ

　
●２３ 　ふぉれすと鉱山からのお知らせ

●２６ 　期日前投票制度

●２８ 　浄化槽整備事業を実施します

●３０ 　公共下水道供用開始区域のお知らせ

毎月のお知らせ

●１７ 　健康相談・診査

●１８ 　６月の予防接種

●１９ 　６月の粗大ごみ収集

●２１ 　無料法律相談

●３１ 　今月の新着図書

●３１ 　不用品ダイヤル市
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忘れずに納めましょう
～納期限は５月３１日�です～

軽自動車税、固定資産税・都市計画税

（第１期）の納期限は５月３１日�です。
納入には、便利な口座振替制度もありま

すので、ご利用ください。

▼問い合わせ　収　納　課（�◯８５ １１５５）


